
生駒市条例第３５号 

 生駒市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年９月３０日 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市下水道条例の一部を改正する条例 

 生駒市下水道条例（昭和５９年４月生駒市条例第１５号）の一部を次のように

改正する。 

 第２１条第２項中「額は､｣の次に「１月につき１５０円の基本使用料に」を、

「定める額」の次に「を加えて得た額」を加え、同条第３項の表中「５３円」を

「６０円」に、「１０６円」を「１２０円」に、「１８０円」を「２０４円」

に、「２５３円」を「２８６円」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 定例日（奈良県広域水道企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の用水

供給に関する条例（令和７年２月奈良県広域水道企業団条例第３５号）第２８

条第１項に規定する定例日をいう｡)以外の日に使用を開始し、休止し、廃止

し、又は再開した場合の基本使用料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に掲げる月数分とする。 

(1) 使用日数が３０日以下の場合 １月分 

(2) 使用日数が３１日以上の場合 ２月分 

 第２２条第１項第１号中「（令和７年２月奈良県広域水道企業団条例第３５号

）」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 



２ 改正後の第２１条第２項、第３項及び第５項の規定は、令和８年４月分とし

て徴収する使用料から適用し、同年３月分までのものとして徴収する使用料に

ついては、なお従前の例による。 


